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3月は 5日・12日・19日・26日です

相談日は毎週火・金曜日 です

消費者生活相談窓口
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　はしか（麻しん）を予防するにはどう
したらいいのかしら。

　はしかは感染力が強く、春から夏にかけて
流行します。ワクチン接種が最大の予防法で
すので、早めに接種を受けましょう。
　公費負担の対象者は無料で受けられます
が、期間が限られているのでご注意ください
（公費対象者　第１期：１歳　第２期：小学校
入学前１年間　第３期：中学１年生　第４期：
高校３年生相当の方）。
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あなたの大切なもの、手作りの作品、
お気に入りの写真や町の景色などを
紹介します。

Ｎｏ.71
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